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江戸における開帳場の構成

一
、

は

じ
め
に

　
近
世
都
市
江
戸
に
お
け
る
開
帳
の
研
究
は
、
『
武
江
年
表
』
や
旧
幕
府
引
継

書
の
「
開
帳
差
免
帳
」
な
ど
の
分
析
に
よ
り
、
そ
の
全
体
傾
向
は
次
第
に
明
ら

　
　
　
　
　
　
（
1
）

か
に

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
個
別
事
例
の
検
討
も
少
し
ず
つ
お
こ
な
わ
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

研
究
史
上
の

蓄
積

は
曲
豆
か
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在

の

江
戸
開
帳
研
究
の
大
勢
は
、
状
況
論
レ
ベ
ル
の
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
止

ま
っ
て
お
り
、
正
確
な
実
証
を
基
礎
に
お
い
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
い
が
た

い
の

が

現
状
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
信
州
善
光
寺
阿
弥
陀
如
来

の

江
戸
浅
草
寺
伝
法
院
に
お
け
る
出
開
帳
を
検
討
素
材
と
し
て
、
開
帳
場
の
設

営
過
程

を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
検
討
を
と
お
し
て
、
一
八
世
紀
後

半
の
開
帳
に
た
い
す
る
幕
府
寺
社
奉
行
所
の
意
図
の
変
遷
が
明
ら
か
に
な
り
、

一
方
で
寺
社
側
の
目
的
と
の
矛
盾
関
係
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え

て

い

る
。
そ
し
て
こ
の
幕
府
と
開
帳
実
施
寺
社
と
の
間
の
開
帳
の
意
図
を
め
ぐ

る
矛
盾
関
係
が
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
江
戸
の
開
帳
が
次
第
に
衰
え
て
い
っ

た

原

因
の
一
端
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
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二
、
仮
小
屋
の
出
願

　
江
戸
出
開
帳
の
実
際
上
の
設
営
は
、
寺
社
奉
行
の
内
寄
合
で
開
帳
が
差
し
免

さ
れ
る
と
同
時
に
、
具
体
的
な
動
き
を
み
せ
は
じ
め
る
。
関
係
諸
方
面
へ
の
御

礼
や

挨
拶
、
ま
た
諸
届
書
の
提
出
な
ど
と
並
行
し
て
、
開
帳
場
の
運
営
そ
の
も

の

に
係
わ

る
実
際
上
の
交
渉
や
届
け
も
具
体
的
に
始
め
ら
れ
る
。
そ
の
中
心

は
、
開
帳
を
実
施
す
る
寺
社
と
そ
の
一
件
を
担
当
す
る
寺
社
奉
行
所
の
掛
り
役

人

と
の
間
で
、
仮
小
屋
の
造
作
と
開
帳
札
の
設
置
に
関
し
て
の
交
渉
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
開
帳
期
間
中
の
役
務
を
提
供
す
る
講
中
へ
の
通
知
も
、
開
帳
差
し

免

し
か
ら
日
を
お
か
ず
に
、
寺
社
の
役
僧
や
役
人
か
ら
講
頭
に
な
さ
れ
、
講
中

も
諸
準
備
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
。

　
開
帳
場
の
仮
小
屋
と
は
、
開
帳
期
間
中
の
み
設
置
さ
れ
た
仮
設
の
建
築
物

で
、
そ
れ
は
参
詣
の
人
々
と
直
接
の
か
か
わ
り
を
も
つ
、
い
わ
ば
開
帳
場
の
表

の
部
分

を
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
開
帳
仏
の
納
め
ら
れ
た
建

物
、
霊
仏
・
霊
宝
の
設
置
場
所
、
諸
縁
起
な
ど
の
売
り
捌
き
所
、
見
張
り
の
番

所

な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
施
設
は
、
開
帳
実
施
場
所
で
あ
る
宿

寺
の
境
内
に
建
て
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
享
和

三
年
の
善
光
寺
出
開
帳
の
場
合
、
前
年
七
月
二
十
七
日
に
開
帳
が
差
し

免

し
に
な
っ
た
が
、
そ
の
前
日
に
明
日
差
し
免
し
の
内
報
が
伝
え
ら
れ
た
日
、

そ

の
旨
を
上
野
東
叡
山
へ
伝
え
る
と
と
も
に
、

　
　
…
…
明
日
願
之
通
り
　
御
免
被
　
仰
出
候
ハ
入
、
明
後
日
浅
草
伝
法
院
江

　
　
御
出
席
被
下
候
而
、
仮
小
屋
か
け
候
場
所
等
之
儀
御
差
図
被
下
度
条
、
僧

　
　
正
被
申
候
旨
申
入
候
処
、
致
承
知
候
段
御
挨
拶
也

と
、
仮
小
屋
設
置
に
む
け
て
動
き
は
じ
め
た
。
当
日
の
七
月
二
十
八
日
朝
五
ツ

時
に
は
、
善
光
寺
側
か
ら
三
人
、
東
叡
山
か
ら
坊
官
一
名
・
御
用
人
二
名
・
御

納
戸
二
名
が
浅
草
伝
法
院
へ
出
向
き
、
浅
草
寺
の
別
当
代
を
含
め
て
、
場
所
の

見
分
が

お
こ

な
わ
れ
た
。
善
光
寺
側
の
説
明
に
た
い
し
、
「
仮
小
屋
之
儀
者
、
善

光
寺
二
而
望
之
場
所
江
無
遠
慮
相
建
候
様
被
仰
聞
候
」
と
、
東
叡
山
お
よ
び
伝

法
院

か

ら
許
可
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
の
ち
中
四
日
お
い
た
八
月
三
日
に
は
、

善
光

寺
側
の
建
築
プ
ラ
ソ
が
東
叡
山
に
内
々
に
伝
え
ら
れ
、
翌
四
日
に
は
「
仮

小
屋
御
願
書
」
と
し
て
正
式
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ

の

願
書
は
、
当
日
四
日
に
浅
草
寺
か
ら
寺
社
奉
行
脇
坂
淡
路
守
へ
届
け
ら

れ
た

が
、
「
古
来
ぷ
仕
来
之
通
り
、
善
光
寺
∠
直
二
奉
行
所
江
願
出
候
方
宜
敷

候
、
是
ハ
浅
草
寺
二
抱
り
候
事
二
無
之
、
善
光
寺
江
抱
り
候
事
二
候
」
と
受
理
さ

れ

な
か
っ
た
。
こ
の
願
書
不
受
理
の
通
知
は
、
翌
五
日
に
東
叡
山
か
ら
善
光
寺

に

伝
え
ら
れ
た
。

　
善
光
寺
は
、
八
月
六
日
に
東
叡
山
へ
赴
き
、
仮
小
屋
願
の
添
簡
を
願
い
、
即

刻
下
附

さ
れ
た
。
同
日
の
昼
す
ぎ
、
善
光
寺
の
寺
中
惣
代
良
性
院
は
、
こ
の
件

の

担
当
寺
社
奉
行
阿
部
播
磨
守
の
役
所
へ
出
向
き
、
願
書
を
提
出
し
た
。
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江戸における開帳場の構成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
乍
恐
以
書
附
奉
願
候
覚

善
光
寺
本
堂
為
修
復
、
来
亥
年
六
月
朔
日
よ
り
六
十
日
之
間
、
浅
草
寺
客

殿
二
お
ゐ
て
如
来
開
帳
仕
度
旨
奉
願
候
処
、
願
之
通
　
御
許
容
被
　
仰
出

難
有
奉
存
候
、
依
之
開
帳
中
客
殿
前
二
一
二
間
梁
二
七
間
之
建
出
し
、
左
右

二

九
尺

二
二
間
之
庇
を
掛
、
前
二
弐
間
二
拾
間
之
綴
を
附
、
中
陣
・
外
陣
二

仕
度
候
、
九
尺
二
弐
間
之
御
印
文
口
井
建
出
し
ψ
南
之
方
二
六
尺
弐
間
之

小
庇
、
北
之
方
二
三
間
四
方
之
釈
尊
仮
堂
、
前
二
三
尺
・
二
二
間
之
小
庇
、

北
東
之
方
二
弐
間
梁
二
六
間
之
絵
縁
起
所
、
弐
間
梁
二
四
間
之
諸
御
影
所
、

弐
間
梁
二
四
間
之
聖
徳
太
子
仮
堂
、
裏
三
二
尺
二
六
尺
之
小
庇
、
表
門
内
二

弐
間
梁
二
四
間
之
僧
俗
役
人
詰
所
、
前
三
二
尺
二
四
間
之
小
庇
、
六
尺
二
弐

間
之
番
所
弐
箇
所
、
六
尺
四
方
之
番
所
壱
ヶ
所
、
六
尺
四
方
之
手
水
場
拾

箇
所
、
朱
引
絵
図
面
左
之
通
、
何
れ
茂
板
葺
仮
小
屋
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
州
善
光
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
勧
進

　
享
和

二
戌

年
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
覚
院
権
僧
正
印

寺
社

　
御
奉
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
付
属
図
面
は
第
1
図
〕

　
こ
の
願
書
に
よ
れ
ば
、
小
屋
掛
の
総
坪
数
は
一
一
九
坪
、
参
詣
者
が
立
ち
寄

る
小
屋
は
五
か
所
に
な
っ
て
い
る
。
参
詣
者
が
巡
る
順
路
は
、
伝
法
院
の
表
門

か

ら
入
り
、
客
殿
前
に
構
え
ら
れ
た
外
陣
か
ら
開
帳
仏
で
あ
る
本
仏
前
立
開
帳

本
尊
一
光
三
尊
阿
弥
陀
如
来
を
参
拝
す
る
。
つ
い
で
客
殿
西
側
に
設
け
ら
れ
た

釈
尊
仮
堂
へ
行
き
、
釈
迦
浬
磐
像
を
拝
む
。
そ
こ
か
ら
境
内
を
北
東
へ
す
す

み
、
聖
徳
太
子
之
像
と
修
復
奉
加
所
へ
歩
く
。
さ
ら
に
、
絵
縁
起
所
か
ら
諸
御

影
所
を
へ
て
、
生
垣
の
切
れ
目
か
ら
観
音
堂
と
二
王
門
と
の
間
に
出
る
。

　

こ
の
五
か
所
の
小
屋
で
は
、
各
々
で
少
な
く
と
も
一
度
は
、
費
銭
を
投
じ
る

か
、
寄
進
を
す
る
か
、
縁
起
・
印
文
・
御
守
な
ど
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ

と
に
、
拝
礼
の
対
象
と
な
る
如
来
・
釈
迦
像
・
聖
徳
太
子
像
が
、
い
ず
れ
も
分

か
れ

て

お

り
、
半
独
立
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
開
帳
場
の
構

成
配

置
は
、
善
光
寺
が
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
両
国
回
向
院
で
開
帳
を
実

施

し
た
時
の
も
の
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
た
。
拝
詣
に
来
た
人
々
か
ら
の
効
果

的
な
募
縁
を
念
頭
に
お
い
た
、
仮
小
屋
の
配
置
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ

の

願
書
を
見
分
し
た
阿
部
播
磨
守
役
所
の
担
当
役
人
門
多
門
太
夫
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
論
評
を
加
え
た
。

　
　

…
…
此
三
間
四
方
之
釈
尊
仮
堂
と
申
事
、
先
年
ハ
可
有
之
候
得
と
も
、
当

　
　
時
之
御
振
合
二
而
ハ
不
相
成
候
、
三
間
四
方
と
い
ふ
仮
堂
建
候
得
者
開
帳

　
　
仏
同
様
二
候
間
、
聖
徳
太
子
と
同
シ
仮
小
屋
江
入
れ
候
様
二
成
共
致
シ
、

　
　
絵
図
面
引
直
し
可
差
出
候
、
別
段
仮
堂
建
候
儀
不
相
成
候
間
、
是
ハ
播
磨

　
　
守
江
申
聞
候
迄
二
も
無
之
・
…

　
釈
迦
浬
藥
像
が

三
間
四

方
の
独
立
家
屋
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
が
、
開
帳
仏
同

様
の
扱
い
と
査
定
さ
れ
、
願
書
は
即
日
差
戻
し
と
な
っ
た
。
寺
社
奉
行
所
と
し
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て

は
、
釈
迦
遅
磐
像
は
あ
く
ま
で
も
霊
仏
霊
宝
の
一
環
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き

も
の
で
あ
る
と
、
判
断
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ

の

寺
社
奉
行
所
の
判
断
に
た
い
し
、
善
光
寺
は
東
叡
山
と
も
内
々
に
相
談

し
た
（
八
日
）
。
善
光
寺
大
勧
進
真
覚
院
権
僧
正
に
た
い
し
、
東
叡
山
側
は
「
釈

尊
仮
堂
不
相
立
候
而
ハ
難
渋
之
趣
、
一
応
も
二
応
も
寺
社
役
江
相
な
げ
き
見
候

方
可
然
候
」
と
、
あ
く
ま
で
も
懇
願
す
る
こ
と
を
基
調
と
し
つ
つ
、
な
お
聞
き

入
れ

ら
れ
な
け
れ
ば
、
聖
徳
太
子
と
同
じ
仮
小
屋
と
す
る
よ
う
に
勧
め
て
い

る
。
こ
の
東
叡
山
と
の
協
議
を
う
け
て
、
翌
九
日
に
善
光
寺
の
良
性
院
は
、
阿

部
播
磨
守
屋
敷
へ
出
か
け
掛
り
役
人
の
門
多
門
太
夫
に
面
談
を
求
め
る
が
、
門

太
夫
は
病
気
欠
勤

し
て
お
り
、
十
日
も
同
様
で
、
事
態
は
進
展
し
な
か
っ
た
。

　
八
月
十
五
日
に
、
良
性
院
は
阿
部
家
へ
出
か
け
、
門
多
門
太
夫
の
同
役
真
田

信
左
衛
門
に
た
い
し
、
さ
る
六
日
提
出
の
仮
小
屋
願
書
に
つ
き
、
以
下
の
二
点

を
交
渉
し
た
。
ま
ず
釈
尊
仮
堂
以
外
の
件
で
の
問
題
箇
所
の
指
摘
を
願
っ
た
。

つ
い

で
、
釈
尊
仮
堂
の
件
に
う
つ
り
、
善
光
寺
の
主
張
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。

　
　

…
…
釈
尊
仮
堂
之
儀
、
先
日
も
申
上
候
通
大
仏
二
付
、
聖
徳
太
子
と
一
同

　
　
之
仮
小
屋
二
而
ハ
安
置
も
難
相
成
候
、
殊
二
一
同
二
仕
候
ハ
入
、
参
詣
之
諸

　
　
人
此
所
二
足
を
と
め
候
様
二
罷
成
べ
く
候
、
自
然
怪
我
等
も
可
有
之
哉
無

　
　

心
元
奉
存
候
、

　

つ
ま
り
、
開
帳
場
の
秩
序
維
持
・
群
衆
整
理
の
見
地
を
論
拠
と
し
て
、
釈
尊

仮
堂
の

独
立

を
願
っ
て
い
る
。
こ
の
開
帳
場
の
秩
序
維
持
は
、
開
帳
の
差
し
免

し
に
さ
い
し
、
善
光
寺
か
ら
寺
社
奉
行
へ
提
出
し
た
御
請
証
文
の
内
容
に
含
ま

れ

て

い
た

論
理
で

あ
っ
た
。
こ
の
善
光
寺
の
主
張
に
た
い
し
、
真
田
信
左
衛
門

は

即
答
を
さ
け
、
門
太
夫
へ
伝
え
置
く
と
答
え
た
。

　
右
の
善
光
寺
の
主
張
に
た
い
す
る
寺
社
奉
行
所
の
返
答
は
、
八
月
十
七
日
に

阿
部
家
の
加
藤
瀬
左
衛
門
か
ら
な
さ
れ
た
。

　
　
…
…
善
光
寺
∂
段
≧
先
例
を
申
立
候
得
共
、
寛
政
三
年
御
改
政
以
後
ハ
、

　
　
右
躰
附
開
帳
二
似
寄
り
候
釈
尊
之
仮
堂
な
と
相
建
候
事
決
而
不
相
成
候
、

　
　
且
又
奉
加

と
申
ハ
甚
重
キ
事
二
候
、
願
之
上
寺
社
御
奉
行
之
連
印
之
御
書

　
　
附
被
下
候
上

な
ら
て
ハ
難
相
成
義
二
候
間
、
此
名
目
ハ
可
相
除
候
、
仮
小

　
　
屋
者
壱
弐
間
長
く
相
成
候
而
も
不
苦
候
間
、
釈
尊
と
太
子
と
同
仮
小
屋
二

　
　
絵

図
面
引
直
し
可
差
出
旨
被
申
聞
候
也
、
且
又
右
仮
小
屋
願
書
ハ
宿
寺
連

　
　
印
二
而
可
差
出
旨
被
申
聞
候
也
、

　
寺
社
奉
行
所
の
論
拠
は
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
「
御
改
政
」
で
あ
り
、

こ
れ
は
諸
寺
の
「
先
例
」
に
優
先
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　
こ

の
御
改
政

は
、
幕
府
の
施
政
方
針
の
変
化
、
す
な
わ
ち
寛
政
改
革
を
示
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
寛
政
初
年
に
は
、
『
御
触
書
天
保
集
成
」
に
よ
れ

ば
、
寺
社
経
営
の
緊
縮
令
が
集
中
的
に
布
達
さ
れ
た
。
寛
政
二
年
十
二
月
に

は
、
諸
寺
社
修
復
に
際
し
て
「
品
二
寄
、
勧
化
開
帳
等
ハ
　
　
御
免
も
可
有
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

候
得
共
、
…
…
公
儀
へ
も
た
れ
さ
る
様
二
可
致
事
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
翌
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二　仮小屋の出願

年

五
月
に
は
、
「
都
て
建
立
等
之
為
、
江
戸
表
二
店
借
等
い
た
し
度
僧
侶
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

…
…
奉
行
所
之
相
届
、
聞
済
之
上
ハ
格
別
、
狼
二
市
中
住
居
は
致
間
敷
」
と
、

江
戸
市
中
に
お
け
る
募
縁
活
動
に
統
制
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
寺
社
に
た
い
す
る
こ
れ
ら
　
連
の
統
制
強
化
策
が
、
開
帳
の
実
施
過
程
に
も

援
用

さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
天
明
期
ま
で
の
開
帳
場
で
み

ら
れ
た
、
あ
か
ら
さ
ま
な
募
縁
に
は
禁
制
が
加
え
ら
れ
、
こ
れ
が
善
光
寺
の
場

合
で
は
安
永
六
年
の
開
帳
の
お
り
の
先
例
が
退
け
ら
れ
る
根
拠
と
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
開
帳
と
は
、
開
帳
仏
を
行
事
の
基
幹
に
据
え
て
実
施
さ
れ
る
べ
き
も

　
　
　
（
7
）

の
で

あ
っ
た
。
享
和
三
年
の
場
合
、
善
光
寺
が
幕
府
寺
社
奉
行
所
へ
願
い
出
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

開
帳
仏
は
「
本
尊
阿
弥
陀
如
来
」
で
あ
り
、
釈
尊
は
霊
仏
霊
宝
の
一
つ
に
す
ぎ

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
釈
尊
を
独
立
さ
せ
て
個
別
の
仮
堂
に
安
置
す
る
こ

と
は
、
「
附
開
帳
二
似
寄
り
候
」
行
為
で
あ
り
、
寺
社
奉
行
所
と
し
て
は
許
可
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
他
方
で
善
光
寺
と
す
れ
ば
、
開
帳
は
「
本
堂
諸
堂

共
屋
根
下
柱
根
等
朽
損
、
別
而
内
陣
向
床
下
朽
損
強
、
修
復
自
力
二
難
叶
候
付
」

を
理
由
と
し
た
だ
け
に
、
可
能
な
か
ぎ
り
の
募
縁
を
実
現
す
べ
く
策
を
練
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
両
者
の
思
惑
の
違
い
が
、
開
帳
場
の
設
営
意
図

に

反
映

し
て
、
争
点
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
善
光
寺
の
仮
小
屋
願
書
第
一
次
案
の
再
考
願
い
は
、
八
月
十
七
日
に
却
下
さ

れ

た
。
そ
こ
で
さ
る
八
日
の
東
叡
山
と
善
光
寺
と
の
内
談
に
基
づ
き
、
善
光
寺

は

当
日
十
七
日
か
ら
翌
十
八
日
に
か
け
て
改
定
案
を
作
成
し
、
十
八
日
中
に
東

叡
山
と
浅
草
寺
へ
届
け
た
。
翌
十
九
日
に
は
、
改
定
案
に
た
い
し
添
簡
が
下
附

さ
れ
た
。

　
八
月
二
十
日
、
善
光
寺
の
良
性
院
は
、
浅
草
寺
の
役
僧
と
同
道
し
て
、
阿
部

家
へ
出
向
い
て
改
定
案
を
加
藤
瀬
左
衛
門
に
提
出
し
た
。
そ
の
願
書
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
－
…
開
帳
中
客
殿
前
二
三
間
梁
二
七
間
之
建
出
し
、
左
右
二
九
尺
三
間
之

　
　
庇
を
掛
、
前
二
弐
間
二
拾
間
之
綴
を
附
、
中
陣
・
外
陣
二
仕
度
候
、
九
尺
二

　
　
弐
間
之
御
印
文
口
井
建
出
し
6
南
之
方
二
六
尺
弐
間
之
小
庇
、
北
之
方
二

　
　
弐
間
梁
二
六
間
前
二
六
尺
六
間
之
庇
を
掛
霊
宝
場
二
仕
度
候
、
北
東
之
方
二

　
　
弐
間
梁
二
六
間
之
絵
縁
起
所
、
弐
間
梁
二
四
間
之
諸
御
影
所
、
表
門
内
二

　
　
弐
間
梁
二
四
間
之
僧
俗
役
人
詰
所
、
前
二
二
尺
二
四
間
之
小
庇
、
六
尺
二
弐

　
　
間
之
番
所
弐
ヶ
所
、
六
尺
四
方
之
番
所
壱
ヶ
所
、
六
尺
四
方
之
手
水
場
十

　
　
ヶ
所
、
…
…
何
れ
茂
板
葺
仮
小
屋
－
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
付
属
図
面
は
第
2
図
〕

　
仮
小
屋
の
総
坪
数
は
＝
八
坪
半
に
な
っ
て
い
た
。
今
回
の
仮
小
屋
配
置
図

は
、
さ
る
八
月
六
日
提
出
の
配
置
図
と
比
べ
て
、
釈
迦
浬
繋
像
と
聖
徳
太
子
之

像
を
霊
宝
場
に
ま
と
め
た
こ
と
だ
け
が
違
い
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
寺
社
奉
行
所

の

具
体
的

な
指
摘
箇
所
だ
け
を
手
直
し
し
た
も
の
で
、
善
光
寺
の
思
惑
を
極
力

生
か
そ

う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
日
、
願
書
は
ひ
と
ま
ず

預

り
置
か
れ
、
良
性
院
は
近
日
中
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
。
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三　仮小屋の認可

　

右
の
八
月
二
十
日
付
願
書
に
た
い
し
、
阿
部
家
の
門
多
門
太
夫
は
、
同
月
二

十
三

日
に
良
性
院
へ
「
是
二
而
も
相
済
不
申
候
」
と
却
下
の
判
定
を
下
し
た
。

そ

の

理
由
と
し
て
、

　
　
－
…
先
日
も
同
役
共
申
候
通
、
寛
政
三
年
御
改
政
以
後
者
先
例
之
申
立
不

　
　
相

立
、
此
絵
図
面
之
通
仮
小
屋
共
引
は
な
し
所
ξ
江
相
立
候
事
、
決
而
不

　
　

相
成
候
、
此
方
二
而
い
ろ
く
六
ツ
ケ
敷
申
候
様
二
可
被
存
候
得
共
、
此
絵

　
　
面
・
一
て
ハ
奉
行
江
も
難
申
聞
候
間
、
開
帳
本
尊
仮
小
屋
江
引
続
ケ
候
而
相
立

　
　
候
儀
者
不
苦
候
間
、
其
趣
二
絵
面
二
認
直
し
差
出
可
然
候

　
「
僧
侶
役
人
詰
所
と
申
事
、
番
所
如
義
候
労
二
付
ケ
様
之
は
れ
ケ
間
敷
事
ハ
、

　
　
近
来
決
而
不
相
成
候
、
是
ハ
相
止
メ
可
然
旨
被
申
聞
候
二
付
、
良
性
院
い

　
　

ろ
く
申
聞
候
得
と
も
聞
入
無
之
二
付
罷
帰
ル

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
開
帳
場
で
仮
小
屋
が
所
々
に
独
立
し
て
建
て
ら
れ
る

の

は

禁
止

さ
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
開
帳
仏
の
仮
小
屋
に
連
な
る
よ
う
な
配

置
に
な
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
僧
侶
役
人
詰
所
も
晴
が
ま
し
い

こ
と
と
し
て
不
許
可
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ

の

寺
社
奉
行
所
の
指
導
は
、
開
帳
と
は
あ
く
ま
で
も
開
帳
仏
を
中
心
に
取

り
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
霊
宝
の
存
在
も
開
帳
仏
に
付
随
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば

な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
諸
施
設
は
「
は
れ
ケ
間
敷
事
」
と
し
て
排
除
の
対
象

で
あ
っ
た
。

　
以
上
み
て

き
た
よ
う
に
、
善
光
寺
出
開
帳
の
開
帳
場
構
成
は
、
寛
政
改
革
の

一
環

と
し
て
の
御
改
政
に
よ
り
、
先
例
が
退
け
ら
れ
、
全
面
的
に
こ
の
時
期
の

幕
府
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
へ
改
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
良

性
院
が
い
ろ
い
ろ
と
言
葉
を
尽
く
し
て
説
明
し
て
も
、
従
来
の
考
え
方
は
諒
承

を
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
仮
小
屋
の
認
可

　

前
項
で
み
た
よ
う
に
、
享
和
三
年
の
善
光
寺
江
戸
出
開
帳
に
お
け
る
開
帳
場

の

構
成
は
、
安
永
六
年
当
時
の
考
え
方
が
寺
社
奉
行
所
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

た

め
、
新
た
な
対
応
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
項
で
は
、
開
帳
場

の

仮
小
屋
が

認
可

さ
れ
る
ま
で
の
経
過
を
追
い
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
幕
府
と

寺
側
の
開
帳
に
た
い
す
る
考
え
方
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

さ
き
の
八
月
二
十
日
付
願
書
が
同
月
二
十
三
日
に
差
し
戻
さ
れ
る
と
、
善
光

寺
側
は
即
日
そ
の
旨
を
東
叡
山
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
奉
行
所
の
意
向
に
沿

っ

た

仮
小
屋
配

置
図
を
検
討
し
て
い
っ
た
。
新
し
い
配
置
図
は
二
十
四
日
ま
で

に

出
来
あ
が
り
、
二
十
五
日
に
は
良
性
院
が
阿
部
家
の
門
多
門
太
夫
の
も
と
へ

持
参

し
て
、
内
々
に
意
向
を
尋
ね
た
。
こ
の
配
置
図
は
、
門
多
門
太
夫
が
従
来

か

ら
述
べ
て
い
る
意
向
を
組
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
門
太
夫
の
段
階

で

は

若
干
の
文
言
訂
正
で
ほ
ぼ
諒
承
を
え
た
。
そ
こ
で
、
善
光
寺
は
翌
二
十
六
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江戸における開帳場の構成

日
に
浅
草
寺
の
同
意
を
取
り
つ
け
、
同
日
中
に
願
書
を
阿
部
家
へ
正
式
に
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
た
。
そ
の
内
容
お
よ
び
平
面
図
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

…
開
帳
中
客
殿
前
三
二
間
梁
二
七
間
之
建
出
し
、
左
右
二
九
尺
三
間
之

　
　
庇
を
掛
、
前
二
弐
間
二
拾
間
之
綴
を
附
、
中
陣
・
外
陣
二
仕
度
候
、
九
尺

　
　
弐
間
之
御
印
文
口
井
建
出
し
汐
南
之
方
二
六
尺
弐
間
之
小
庇
、
北
之
方
二
九

　
　
尺
四

間
之
廊
下
を
附
、
弐
間
梁
二
拾
間
井
東
之
方
江
折
曲
ケ
弐
間
梁
三
二
間

　
　
之
角
屋
を
建
、
裏
二
五
尺
三
間
之
庇
を
掛
、
霊
宝
井
諸
御
影
所
二
仕
度
候
、

　
　
表
門
内
二
弐
間
梁
二
四
間
前
三
二
尺
之
庇
を
掛
、
奉
納
物
請
取
井
僧
俗
休
息

　
　
所
二
仕
度
候
、
六
尺
四
方
之
番
所
四
箇
所
、
六
尺
四
方
之
手
水
場
十
箇

　
　
所
、
…
…
何
れ
茂
板
葺
仮
小
屋
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
付
属
図
面
は
第
3
図
〕

　
こ

の
計
画
に

よ
る
小
屋
掛
の
総
坪
数
は
一
〇
七
坪
半
で
、
こ
れ
ま
で
の
も
の

よ
り
は
一
〇
坪
余
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
内
容
で
は
、
寺
社
奉
行
所
の
指
導
が

ほ

ぼ
全
面
的
に
採
り
入
れ
ら
れ
、
開
帳
場
の
構
成
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
比
べ

一
新
し
て
い
る
。
開
帳
仏
を
重
視
し
た
こ
と
は
建
築
に
も
明
確
に
反
映
し
、
阿

弥
陀
如
来
を
安
置
す
る
建
出
し
に
は
、
新
た
に
、
亡
壇
が
追
加
さ
れ
た
。
ま
た
、

霊
宝
場
、
絵
縁
起
所
、
諸
御
影
所
は
、
一
か
所
に
統
合
さ
れ
て
全
体
の
規
模
は

縮
小
さ
れ
、
建
物
の
構
成
上
は
開
帳
仏
建
出
し
の
付
属
家
屋
の
体
裁
と
な
っ
た
。

そ
の
他
の
造
作
は
、
番
所
お
よ
び
手
水
場
を
除
け
ば
、
伝
法
院
表
門
か
ら
入
り

手
水
場
の
奥
の
右
側
に
あ
る
間
口
四
間
奥
行
二
間
に
三
尺
の
庇
が
つ
い
た
建
物

だ
け
に
な
っ
て
い
た
。

　
八
月
二
十
五
日
の
時
点
に
お
い
て
門
多
門
太
夫
は
、
こ
の
間
口
四
間
奥
行
二

間
に
三
尺
の
庇
が
つ
い
た
建
物
、
善
光
寺
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
僧
俗
詰
所
」
の

削
除
を
命
じ
た
。
そ
の
理
由
は
、
八
月
二
十
三
日
の
「
仮
小
屋
共
引
は
な
し
所

ξ
江
相
立
候
事
、
決
而
不
相
成
候
」
に
拠
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
た
い

し
良
性
院
は
、

　
　
右
詰
所
与
申
立
候
儀
者
全
番
所
同
様
ニ
ハ
無
之
、
参
詣
之
人
≧
蠣
燭
・
線

　
　
香
等
之
奉
納
物
仕
候
節
請
取
、
又
者
信
心
之
人
ハ
仏
餉
袋
等
を
遣
し
、
又
者

　
　
内
陣
江
通
候
人
江
切
手
を
相
渡
シ
、
又
者
僧
俗
休
息
所
二
茂
仕
候
芳
二
付
、
此

　
　
仮
小
屋
無
之
候
而
ハ
甚
難
渋
仕
候
旨
申
入
候

と
、
具
体
的
な
用
途
を
数
え
あ
げ
存
続
を
願
っ
た
。
こ
の
良
性
院
の
主
張
は
、

門
太
夫
も
納
得
し
た
よ
う
で
、
「
左
候
ハ
S
、
名
目
を
奉
納
所
井
僧
俗
休
息
所

と
か
致
し
可
差
出
」
と
述
べ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
八
月
二
十
六
日
付
願

書
の
絵
図
面
に
は
、
「
奉
納
物
請
取
場
井
僧
俗
休
息
所
仕
タ
ク
候
」
と
記
さ
れ

て

い
る
。

　
九
月
朔
日
、
阿
部
家
か
ら
差
紙
で
、
明
二
日
に
罷
り
越
す
べ
き
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。
翌
二
日
、
良
性
院
が
阿
部
家
へ
出
向
き
門
多
門
太
夫
と
対
面
し
て
、

二
十
六

日
付
願
書
に
関
し
て
寺
社
奉
行
阿
部
播
磨
守
の
意
向
を
伝
え
ら
れ
た
。

具
体
的
な
訂
正
指
示
は
二
か
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
は
霊
宝
場
に
関
し
て
、

　
　
…
…
弐
間
梁
二
拾
間
梁
、
夫
♂
折
曲
ケ
弐
間
梁
二
三
間
之
仮
小
屋
相
立
釈
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三　仮小屋の認可

　
　
尊
斗
差
置
候
様
二
而
ハ
、
段
ξ
申
聞
候
通
附
開
帳
二
相
当
り
候
間
、
弐
間

　
　
三
二
間
之
折
曲
ハ
不
相
成
候
、
角
屋
拾
間
之
所
江
釈
尊
を
も
差
置
候
而
相

　
　
済
し
可
申
候

と
、
釈
迦
浬
藥
像
の
扱
い
が
附
開
帳
に
な
ら
な
い
よ
う
に
警
告
し
て
い
る
。
た

と
え
霊
宝
場
に
接
し
て
い
て
も
、
「
折
曲
ケ
」
の
建
物
は
独
立
家
屋
と
認
定
さ

れ
た

の
で

あ
っ
た
。
そ
の
二
は
奉
納
物
請
取
所
井
僧
俗
休
息
所
に
関
し
て
、

　
　
…
…
弐
間
二
四
間
と
申
ハ
甚
広
過
候
間
、
弐
間
梁
二
三
間
二
ち
入
め
候
而
、

　
　
名
目
を
ハ
只
奉
加
所
と
致
し
置
可
申
候

と
、
建
物
の
規
模
と
名
目
が
問
題
に
さ
れ
た
。

　
こ

の

よ
う
に
、
開
帳
場
の
構
成
に
あ
た
っ
て
は
、
開
帳
仏
の
建
出
し
と
そ
れ

に

付
随

し
た
霊
宝
場
以
外
の
小
屋
掛
は
、
き
び
し
い
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
対
し
、
開
帳
仏
の
建
出
し
と
そ
れ
に
付
随
し
た
霊
宝
場
の
規
模
に

関
し
て
は
、
規
制
は
な
か
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

　
開
帳
場
の
小
屋
掛
に
関
す
る
規
制
は
、
寺
社
奉
行
所
に
と
っ
て
も
必
ず
し
も

全
面
的
に
有
意
義
な
施
策
と
は
考
え
な
か
っ
た
よ
う
で
、
良
性
院
に
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
先
日
∠
段
≧
仮
小
屋
之
儀
六
ツ
ケ
敷
申
候
様
可
存
候
得
と
も
、
来
年
開
帳

　
　
之
節
二
至
り
、
是
ハ
不
相
成
是
ハ
相
止
メ
候
様
二
な
と
申
事
出
来
候
而
ハ
、

　
　
三
国
一
の
如
来
之
御
外
聞
も
不
宜
、
又
申
付
候
奉
行
も
不
行
届
趣
二
相
当

　
　
り
候
得
者
、
互
二
不
宜
候
間
此
段
無
腹
蔵
内
≧
申
聞
候
由
也

　
寺
社
奉
行
所
に
と
っ
て
も
規
制
の
規
準
は
、
現
実
に
は
必
ず
し
も
合
致
し
な

い

と
考
え
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
良
性
院
は
奉
行
所
の
裁
定
に
た
い
し
、

「
い

ろ
く
難
渋
之
趣
申
立
」
た
け
れ
ど
も
、
門
太
夫
は
「
寛
政
三
御
改
政
以

後
者
、
先
例
之
申
立
不
相
立
候
」
と
取
り
あ
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
九
月
二
日
の

経
緯

は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
東
叡
山
に
伝
え
ら
れ
た
。

　
翌
九
月
三
臼
に
は
、
仮
小
屋
に
関
す
る
寺
社
奉
行
所
の
見
解
に
た
い
し
善
後

策
の
協
議
が
、
東
叡
山
と
善
光
寺
と
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
な

お
東
叡
山
か
ら
奉
行
所
へ
の
働
き
か
け
は
折
を
み
て
継
続
す
る
こ
と
に
し
な
が

ら
、
願
書
は
「
御
差
図
次
第
」
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
新
し
い
願
書

は
、
早
速
に
作
成
さ
れ
、
翌
日
良
性
院
か
ら
門
多
門
太
夫
へ
内
々
の
検
討
を
願

い
出
た
。
門
太
夫
は
、
「
此
絵
図
二
而
ハ
、
播
磨
守
差
図
通
り
二
候
間
、
早
ξ
本

書
認
差
出
候
様
被
申
聞
候
」
と
い
う
返
答
を
し
た
。

　
こ

の

寺
社
奉
行
所
掛
り
役
人
の
内
諾
に
よ
り
、
善
光
寺
は
願
書
作
成
の
手
続

き
に
は
い
り
、
そ
の
日
の
う
ち
に
宿
寺
浅
草
寺
の
承
認
を
と
り
、
ま
た
上
野
東

叡
山
へ
届
け
出
た
。
そ
し
て
九
月
五
日
に
、
良
性
院
か
ら
阿
部
家
の
門
多
門
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

夫
に
提
出
さ
れ
た
願
書
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候
覚

　
　
善
光
寺
本
堂
為
修
復
、
来
亥
年
六
月
朔
日
よ
り
六
十
日
之
間
、
浅
草
寺
客

　
　
殿
二
お
ゐ
て
如
来
開
帳
仕
度
旨
奉
願
候
処
、
願
之
通
　
御
許
容
被
　
仰
出

　
　
難
有
奉
存
候
、
依
之
開
帳
中
客
殿
前
二
三
間
梁
二
七
間
之
建
出
し
、
左
右
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三　仮小屋の認可

　
　
二
九
尺
三
間
之
庇
を
掛
、
前
二
弐
間
二
拾
間
之
鍛
を
附
、
申
陣
・
外
陣
二
仕

　
　
度
候
、
九
尺
二
間
之
御
印
文
口
井
建
出
し
∠
南
之
方
二
六
尺
弐
間
之
小
庇
、

　
　
北
之
方
二
九
尺
三
間
之
廊
下
を
附
、
弐
閤
梁
二
拾
間
之
角
屋
を
立
、
霊
宝

　
　
場
井
諸
御
影
所
仕
度
候
、
表
門
内
二
弐
間
梁
三
二
間
之
奉
加
所
、
六
尺
四

　
　
方
之
番
所
四
箇

所
、
六
尺
四
方
之
手
水
場
十
箇
所
、
朱
引
絵
図
面
左
之

　
　
通
、
何
れ
茂
板
葺
仮
小
屋
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浅
草
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
当
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

恵
　
　
門
　
　
院

　
　
　
享
和

二
戌
年
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
酬
鰭
蹴
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
覚
院
権
僧
正

　
　
　
　
寺
社

　
　
　
　
　
御
奉
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
付
属
図
面
は
第
4
図
〕

　
こ

の

願
書
は
、
門
太
夫
に
よ
れ
ば
「
預
り
置
、
追
〉
従
是
可
及
沙
汰
候
間
、

不
及
伺
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
奉
行
所
に
受
け
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ

に

は
、
開
帳
場
の
仮
小
屋
配
置
を
記
し
た
絵
図
一
部
が
、
寺
社
奉
行
所
か
ら

「
御
鳥
見
」
の
方
へ
差
し
出
す
た
め
に
添
え
ら
れ
て
い
た
。

　
十

日
後
の
九
月
十
五
日
に
い
た
り
、
良
性
院
は
阿
部
家
へ
出
向
き
、
門
多
門

太
夫
に

経
過

を
問
い
あ
わ
せ
た
。
門
太
夫
の
返
事
は
、
鳥
見
へ
掛
け
合
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
、
鳥
見
か
ら
の
返
答
は
ま
だ
な
い
が
、
近
日
中
に
は
は
っ
き
り
す

る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
月
二
十
七
日
、
良
性
院
は

再
度
阿
部
家
へ
出
向
い
た
が
、
「
い
つ
頃
御
沙
汰
可
有
之
哉
、
今
以
不
相
知
候
」

と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
善
光
寺
は
、
東
叡
山
と
協
議
し
て
、
御
鳥

見
へ
の
寺
側
か
ら
の
直
接
の
申
し
立
て
に
つ
い
て
検
討
を
は
じ
め
た
。

　
十
月
朔
日
に
い
た
り
、
寺
社
奉
行
所
か
ら
明
二
日
四
ツ
時
過
ぎ
に
出
頭
す
べ

し
と
い
う
召
状
が
届
い
た
。
二
日
の
四
ツ
時
前
に
、
善
光
寺
大
勧
進
真
覚
院
権

僧
正
は
良
性
院
と
大
勧
進
代
官
の
今
井
磯
右
衛
門
を
同
道
し
、
阿
部
家
へ
出
向

い

た
。
ま
た
浅
草
寺
別
当
代
の
恵
門
院
も
、
阿
部
家
へ
参
集
し
た
。
一
同
の
前

に

門
多
門
太
夫
が
あ
ら
わ
れ
、
「
仮
小
屋
願
之
儀
、
願
之
通
申
渡
候
様
、
奉
行

申
付
候
間
、
其
旨
御
達
申
候
」
と
通
達
が
な
さ
れ
た
。
恵
門
院
と
真
覚
院
と

は
、
即
刻
請
書
を
提
出
し
て
、
手
続
き
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
上
野
東
叡
山
へ
の
通
知
な
ら
び
に
奥
印
の
受
領
は
、
二
日
の
う
ち
に
な
さ

れ
、
翌
三
日
に
は
東
叡
山
奥
印
の
請
書
が
寺
社
奉
行
所
へ
提
出
さ
れ
た
。
さ
ら

に

今
後
の
予
定

と
し
て
、
近
日
中
に
信
州
へ
帰
り
、
翌
年
三
月
に
役
僧
・
役
人

が

江
戸
へ
出
て
、
仮
小
屋
の
普
請
な
ど
に
取
り
掛
か
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
翌
享
和

三
年
春
か

ら
、
開
帳
場
の
仮
小
屋
普
請
は
実
施
段
階
に
入
っ
た
。
ま

ず
、
二
月
二
十
八
日
に
は
、
上
野
棟
梁
の
田
中
志
摩
を
呼
び
、
仮
小
屋
普
請
の

仕
様
帳
作
成
を
命
じ
た
。
同
月
晦
日
に
は
、
浅
草
寺
伝
法
院
へ
出
む
き
、
東
叡

山
・
浅
草
寺
の
役
人
立
ち
会
い
の
上
、
現
地
の
見
分
を
お
こ
な
い
、
上
野
棟

梁
お

よ
び
伝
法
院
棟
梁
へ
建
築
仕
様
の
説
明
を
し
た
。
三
月
朔
日
、
伝
法
院
棟
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三　仮小屋の認可

梁

（浅
草
御
殿
棟
梁
）
に
仮
小
屋
普
請
の
仕
様
帳
作
成
を
命
じ
た
。
三
月
十
二

日
、
入
札
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
入
札
し
た
棟
梁
は
、
前
出
二
人
の
外
、
和
泉
忠

兵
衛
・
大
工
文
蔵
の
〆
て
四
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
入
れ
札
は
上
野
御
殿
へ
運
ば

れ
、
東
叡
山
役
人
に
仕
様
帳
・
入
札
を
御
目
に
か
け
、
鈴
木
筑
後
に
普
請
を
申

し
付
け
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
金
額
は
九
三
両
で
あ
っ
た
。

　
翌
三
月
十
三
日
、
鈴
木
筑
後
を
呼
び
仮
小
屋
普
請
を
申
し
付
け
る
と
と
も

に
、
竣
工
は
四
月
十
五
日
頃
に
す
る
こ
と
を
申
し
渡
し
た
。
三
月
二
十
四
日
、

普
請
の
計
画
を
阿
部
家
へ
届
け
、
手
続
き
な
ど
の
措
置
に
つ
い
て
指
示
を
願
っ

た
。
三
月
二
十
六
日
、
普
請
の
現
場
作
業
を
明
日
か
ら
開
始
す
る
旨
を
、
阿
部

家
へ
届
け
出
た
。
三
月
二
十
七
日
、
普
請
場
所
の
見
分
が
、
東
叡
山
・
浅
草
寺

の

役
人
立

ち
合
い
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
以
上
が
、
仮
小
屋
普
請
に
関
す

る
経
過
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
な
お
、
閉
帳
後
の
経
過
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
八
月
二
十
一
日
の
閉

帳
後
、
翌
二
十
二
日
、
仮
小
屋
引
き
払
い
お
よ
び
諸
向
取
り
繕
い
は
、
浅
草
御

掛

り
役
人
へ
命
ぜ
ら
れ
、
費
用
は
追
っ
て
申
し
聞
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま

た

霊
宝
場
は
善
光
寺
で
取
り
払
い
、
護
国
院
へ
移
し
、
善
光
寺
一
行
が
残
務
整

理
の
た

め

護
国
院
に
逗
留
中
の
下
部
屋
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
月

二
十
六

日
、
浅
草
寺
境
内
の
片
付
け
が
修
了
し
、
こ
の
日
掃
除
な
ど
が
お
こ
な

わ

れ

た
。
寺
社
奉
行
所
へ
の
八
月
晦
日
付
の
届
け
に
よ
れ
ば
、
「
仮
小
屋
昨
廿

九

日
迄
二
不
残
取
払
申
候
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上

が
、
享
和
三
年
の
善
光
寺
如
来
江
戸
出
開
帳
に
お
け
る
、
仮
小
屋
を
め

ぐ
る
経
緯
で
あ
る
。
開
帳
場
の
仮
小
屋
配
置
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
、
善
光
寺
側

と
寺
社
奉
行
所
と
の
交
渉
過
程
を
、
享
和
二
年
八
月
初
旬
か
ら
九
月
初
旬
の
一

か

月
間
を
中
心
に
み
て
き
た
。
こ
の
間
に
お
け
る
、
仮
小
屋
配
置
の
あ
り
方
を

め

ぐ
る
両
者
の
対
立
は
、
開
帳
に
た
い
す
る
考
え
方
の
相
違
を
投
影
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
善
光
寺
の
考
え
方
か
ら
み
て
お
き
た
い
。
善
光
寺
の
意
図
は
、
八
月

六

日
付
の
願
書
お
よ
び
第
1
図
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
平
面
図
で

は
、
開
帳
仏
阿
弥
陀
如
来
の
鎮
座
す
る
建
物
が
開
帳
場
の
主
構
造
物
で
あ
る
こ

と
は
、
間
口
・
奥
行
・
柱
丈
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
開
帳

場
全
体
の
プ
ラ
ソ
か
ら
み
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
構
造
物
の
一
っ
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
開
帳
に
た
い
す
る
善
光
寺
の
主
な
ね
ら
い
は
、
各
種
の
手
段

を
尽
く
し
て
の
募
縁
・
集
金
活
動
の
展
開
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
費
銭
・
御
札
の

販
売

な
ど
を
な
る
べ
く
多
く
の
建
物
で
期
待
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ

う
。
善
光
寺
で
は
、
国
元
か
ら
持
参
す
る
御
札
類
を
つ
ぎ
の
表
の
よ
う
に
準
備

し
て
い
た
。
総
点
数
三
二
万
一
二
〇
〇
の
御
影
・
縁
起
類
を
捌
く
た
め
に
は
、

一
日
平
均
で
四
〇
〇
〇
点
分
の
売
り
場
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ

の

第

1
図
に
示
さ
れ
た
開
帳
場
の
プ
ラ
ソ
は
、
安
永
六
年
の
両
国
回
向
院
に

お

け
る
善
光
寺
出
開
帳
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
八
世
紀
後
半
の
寛
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善光寺が準備した御札類

100，000

100，000

　3，000

　　　200

　2，000

　1，000

　5，000

　5，000

　1，000

　1，000

50，000

被甲仏御影

御印文御影

御中丈
御本丈
釈尊御影

聖徳太子

月水守

50，000

3，000

起

記

記

袋

行

脈

打

縁
㌫
餉
竺
火

略

常

御

仏

諸

御

御

（長野県立長野図書館蔵今井家文書，「享和江戸開帳用記」一，から作成）

江戸における開帳場の構成

政
改
革
以
前
の

開
帳
場
の
あ
り
方
を
基
底
に
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
つ
い

で
、
寺
社
奉
行
所
の
寛
政
改
革
期
以
降
に
お
け
る
、
開
帳
へ
の
考
え
方

を
み
て
い
き
た
い
。
こ
の
期
の
考
え
方
は
、
第
4
図
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

4
図
は
、
寺
社
奉
行
所
が
善
光
寺
の
開
帳
場
と
し
て
認
可
し
た
も
の
で
あ

り
、
寺
社
奉
行
所
の
方
針
を
貫
徹
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
両
者
の
交
渉

経
過
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
開
帳
場
の
プ
ラ
ソ
は
、
開
帳
仏
を
完
全
に
中
心
に

据

え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
造
作
は
間
口
十
間
・
奥
行
二
間
の
霊
宝

場
、
そ
れ
に
間
口
三
間
・
奥
行
二
間
の
奉
加
場
と
称
し
た
い
わ
ば
現
場
事
務
所

に

押
え
込
ま
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
尊
厳
の
み
が
強
調
さ
れ
る
構
成
に
な

っ

て

い

た
。
こ
れ
が
、
寛
政
三
年
の
御
改
政
に
基
づ
く
寺
社
奉
行
所
の
開
帳
に

た

い
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
第

1
図
か
ら
第
2
図
で
は
、
善
光
寺
の
意
図
に
基
づ
く
開
帳
場
の
プ
ラ
ソ
で

あ
っ
た
も
の
が
、
第
3
図
か
ら
寺
社
奉
行
所
主
導
型
へ
変
り
、
第
4
図
で
寺
社

奉
行
所
型
そ

の

も
の
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
善
光
寺
側
は
、
開
帳
の
あ
り
方
に
関

し
て
全
面
的
に
屈
伏
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
江
戸
の

「
五
ツ

開

帳
」
が
あ
く
ま
で
幕
府
の
差
免
し
に
基
づ
き
、
実
施
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
開
帳
の
あ
り
方
は
幕
府
寺
社
奉

行
所
の
意
向
と
許
容
の
範
囲
内
で
、
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
寛
政
三
年

の

御
改
政

は
、
善
光
寺
に
と
っ
て
大
き
な
戸
惑
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
開
帳
場

設
営
完
成
時
の
見
分
に
つ
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
願
い
出
て
い
る
。

　
　
開
帳
場
御
見
分
ハ
、
先
年
開
帳
始
り
三
日
目
頃
二
御
座
候
所
、
当
年
ハ
開

　
　
帳
前
御
内
≧
御
見
分
被
成
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
・
…
－
開
帳
始
り
御
見
分

　
　
之

上
、
少
し
二
而
も
間
違
彼
是
相
承
り
候
所
も
有
之
候
而
者
、
上
野
江
対
し

　
　
て

も
恐
多
ク
奉
存
候
間
、
御
内
見
分
相
願
存
寄
二
御
座
候

　
こ

れ

は
、
安
永
年
間
と
比
べ
て
、
寺
社
奉
行
所
の
強
い
姿
勢
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
上
野
東
叡
山
は
、
寺
社
奉
行
所
と
善
光
寺
と
の
見
解
相
違
に
た

い

し
、
明
確
な
態
度
は
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
交
渉
経
過
か
ら
み
て

明
ら
か
で
あ
る
。

　
善
光
寺
に
と
っ
て
「
先
例
」
と
い
う
論
拠
が
崩
れ
る
と
、
「
五
ツ
開
帳
」
は

幕
府
の
認
可
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
け
に
、
幕
府
の
意
向
に
従
わ
ざ
る
を
え
な

か

っ

た

の
で
あ
る
。

31



四　開帳札の設置●

四
、
開
帳
札
の
設
置

　
寺
社
奉
行
に
よ
る
開
帳
差
し
免
し
に
よ
り
、
開
帳
の
準
備
活
動
と
し
て
、
開

帳
札
の
設
置
が
認
可
さ
れ
る
。
こ
の
開
帳
札
と
は
、
開
帳
の
実
施
内
容
を
記
し

た

木
札
で
、
前
宣
伝
の
た
め
に
所
々
へ
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
幕
府
認

可
に

よ
る
江
戸
の
「
五
ツ
開
帳
」
の
利
点
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
公
許
に
よ
る

宣
伝
活
動
が

あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
項
で
は
、
開
帳
札
の
具
体
的
な
事
例
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

　
享
和

三
年
の
善
光
寺
出
開
帳
の
場
合
、
仮
小
屋
の
願
書
提
出
と
並
行
し
て
、

開
帳
札
の
出
願
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
ず
、
享
和
二
年
八
月
三
日
「
谷
中
大
工

長
兵
衛
与
申
者
、
安
永
御
開
帳
之
節
も
絵
図
等
之
用
向
申
付
候
二
付
、
此
度
為

知
札
之
積
り
為
致
候
」
と
、
大
工
長
兵
衛
に
札
作
製
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の

仕
様
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
極
上
節
な
し
椴
板
二
而
、
柱
ハ
杉
二
而
致
し
、
尤
抜
さ
し
相
成
候
様
二
柱
根

　
　
二
箱
を
ふ
せ
候
也
、
大
札
一
枚
二
付
代
銀
三
拾
五
匁
、
中
札
代
銀
弐
拾
四

　
　
匁
、
小
札
代
銀
拾
九
匁
也

　
建
札
の
文
言
は
、
つ
ぎ
の
二
種
類
で
あ
っ
た
。
浅
草
雷
神
門
前
お
よ
び
矢
大

臣
門
前
に
建
て
た
札
は
、

　
　
信
濃
国
善
光
寺
如
来
並
御
印
文

大
札
六
枚

板
厚

丈
ケ

サ 五
壱 尺
寸

横弐尺四寸

両
国 柱
江 三

建 寸

候 角

大
札
ノ、

中
札
二
枚

札
下
∂
柱
長
サ
壱
丈

其
外
ハ
柱
長
サ
八
尺

丈
二
一尺
四
寸

横二尺四寸

札
下

柱 ヨ

弐 リ

寸 柱
五 長
分 サ
角 八

尺

小
札
六
枚

丈

三
尺
壱

横壱尺 寸

九寸

札
下

柱 ∂

弐 柱
寸 長
弐 サ
分 八
角 尺

第5図
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江戸における開帳場の構成

　
　
霊
仏
等
来
亥
従
六
月
朔
日

　
　
六
十
日
之
間
於
当
山
浅
草
寺

　
　
令
開
帳
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
州

　
　
享
和

二
年
壬
戌
八
月
　
善
光
寺

で

あ
っ
た
。
ま
た
右
の
二
か
所
以
外
で
は
、

　
　
信
濃
国
善
光
寺
如
来
井
御
印
文

　
　
霊
仏
等
来
亥
六
月
朔
日
よ
り

　
　
六
十
日
之
間
金
龍
山
浅
草
寺
お
ゐ
て

　
　
令
開
帳
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
州

　
　
享
和

二
戌
年
八
月
　
善
光
寺

と
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
建
札
の
柱
に
は
「
従
此
方
諸
勧
化
一
切
不
出
」
と

記
さ
れ
て
い
た
。

　
大
札
六
枚
の
設
置
場
所
は
、

　
　
浅
草
雷
神
門
前
、
矢
大
臣
門
前
、
上
野
黒
門
前
、
両
国
醜
之
、
湯
島
厭
榊
、
芝

　
　
高
輪

禁額
向
、

で

あ
っ
た
。
中
札
二
枚
は
、

　　
日
本
橋
輔
雄
方
南
向
、
永
代
橋
離
雄
方
北
向

で

あ
っ
た
。
小
札
六
枚
は
、

　
　千
住
・
魏
方
西
臥
護
国
寺
門
前
婿
酬
四
・
谷
鉄
埜
加
方
、
糀
町
平
川

　
　
天
神
前
、
青
山
・
正
疑
粟
戸
際

に

設
置
さ
れ
た
。
合
計
一
四
枚
で
あ
っ
た
。

　
こ

の

開
帳
札
は
早
急
に
作
製
さ
れ
た
よ
う
で
、
中
二
日
お
い
た
同
月
六
日
に

は
、
浅
草
雷
神
門
前
と
矢
大
臣
門
前
で
、
浅
草
寺
代
官
の
下
役
と
所
役
人
立
ち

会
い
の
も
と
に
、
建
て
ら
れ
る
手
筈
が
整
っ
て
い
た
。
こ
の
札
は
、
「
御
成
」

の

節
は

取

り
片
付
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
役
目
は
浅
草
寺
表
御

門
番
と
境
内
組
頭
の
五
人
に
依
頼
を
し
た
。

　

こ
れ
と
同
じ
日
、
建
札
の
件
で
、
寺
社
奉
行
所
と
善
光
寺
と
の
間
で
、
以
下

の

よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

　
　

…
…
門
太
夫
殿
被
申
候
ハ
、
仮
小
屋
之
願
よ
り
も
建
札
之
届
を
先
二
致
し

　
　
可
然
儀
二
候
旨
被
申
候
間
、
善
光
寺
二
而
度
≧
開
帳
之
節
御
届
申
上
候
事

　
　
無
之
候
二
付
、
此
度
も
御
届
不
申
上
相
建
可
申
と
奉
存
候
旨
相
答
候
処
、

　
　
先
年
ハ
兎
も
角
も
近
年
ハ
届
無
之
候
而
ハ
不
相
済
候
、
御
奉
行
所
二
而
聞

　
　
済
無
之
内
二
相
建
候
ハ
入
、
早
ξ
引
取
ら
せ
候
様
被
申
候
…
－

　
つ
ま
り
、
寛
政
三
年
の
御
改
政
以
後
、
建
札
は
届
け
出
が
必
要
に
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
翌
七

日
早
朝
、
良
性
院
は
奉
行
所
へ
門
多
門
太
夫
を
尋
ね
、
建
札
の
御
届
書

を
差
し
出
し
た
。
そ
し
て
三
日
も
早
く
札
立
申
度
」
こ
と
を
申
し
入
れ
る

と
、
「
左
候
ハ
S
相
待
居
り
候
様
被
申
聞
、
暫
く
間
有
之
、
被
罷
出
届
之
趣
奉

行
江
茂
申
聞
候
処
被
致
承
知
候
間
、
勝
手
次
第
二
札
可
相
建
旨
被
申
渡
候
」

と
、
即
刻
の
処
理
が
な
さ
れ
、
届
の
と
お
り
認
め
ら
れ
た
。
仮
小
屋
の
願
書
と
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五　おわりに

異

な
り
、
建
札
は
届
で
あ
っ
た
た
め
か
、
も
し
く
は
届
の
内
容
が
寺
社
奉
行
所

の

規
準

内
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
か
、
仮
小
屋
の
処
置
と
は
際
だ
っ
た
相
違
を

み
せ

て

い
る
。

　
こ

の

建
札

は
、
町
奉
行
支
配
地
に
も
建
て
ら
れ
る
た
め
、
町
奉
行
所
へ
も
届

け
の
必
要
性
を
尋
ね
た
が
、
町
奉
行
所
で
は
先
例
が
な
い
の
で
届
に
お
よ
ば
な

い

と
答
え
て
い
る
。
ま
た
札
を
立
て
る
町
内
の
名
主
へ
は
、
先
年
の
と
お
り
頼

む

よ
う
に
と
指
示
が
な
さ
れ
た
。
な
お
、
上
野
東
叡
山
へ
は
、
寺
社
奉
行
所
と

の

交
渉
経
過
が

即
日
報
告
さ
れ
た
。

　
建
札
の

設
置
は
、
六
日
二
か
所
、
十
四
日
五
か
所
、
十
五
日
二
か
所
、
十
七

日
四
か
所
お
こ
な
わ
れ
た
。
設
置
場
所
へ
の
謝
礼
は
、
「
金
百
疋
又
ハ
仁
朱
、

或
者
五
拾
疋
・
三
拾
疋
」
で
あ
っ
た
。

　
以

上
、
開
帳
札
の
設
置
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
仮
小
屋
同
様
に
寛
政
三
年

を
画
期
と
し
て
、
そ
の
前
後
で
は
寺
社
奉
行
所
の
扱
い
方
に
相
違
が
認
め
ら
れ

た
。
建
札
は
、
江
戸
市
中
に
お
け
る
有
力
な
宣
伝
媒
体
で
あ
っ
た
か
ら
、
規
制

の
対
象
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
設
置
数
量
と
場
所
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
こ
ろ
が
、
管
見
し
た
範
囲
で
は
い
ず
れ
に
も
規
制
が
な
さ
れ
た
形
跡
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
寛
政
期
以
降
に
お
け
る
建
札
の
届
け
出
制

は
、
開
帳
札
も
寺
社
奉
行
所
の
管
轄
下
に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
奉
行

所
の
姿
勢
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
、
お
わ
り
に

　
享
和

三
年
六
月
朔
日
か
ら
八
月
二
十
一
日
ま
で
（
日
延
の
二
十
日
間
を
加
え

て
）
八
十
日
間
に
わ
た
る
、
善
光
寺
如
来
の
江
戸
浅
草
寺
伝
法
院
に
お
け
る
出

開
帳
は
、
収
支
か
ら
み
れ
ば
欠
損
を
だ
し
て
終
っ
た
。
こ
の
理
由
を
、
善
光
寺

大
勧
進
代
官
の
今
井
磯
右
衛
門
は
真
田
家
家
臣
へ
宛
て
た
閉
帳
後
の
九
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

付
の
手
紙
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
当
年
開
帳
之
儀
者
、
世
間
一
統
麻
疹
流
行
、
其
上
場
所
柄
故
欺
参
詣
薄

　
　
く
、
不
繁
昌
之
儀
ハ
世
評
之
通
二
而
、
散
物
納
り
方
甚
少
く
、
入
用
こ
も

　
　
中
≧
引
足
不
申
候

　
今
井
磯
右
衛
門
は
不
繁
昌
の
理
由
と
し
て
、
疫
病
の
流
行
と
場
所
柄
と
を
あ

げ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
信
仰
の
側
面
を
も
つ
開
帳
に
と
っ
て
、
疫
病
の
流

行
は
い
わ
ば
諸
刃
の
剣
で
あ
り
、
必
ず
し
も
不
人
気
の
決
定
的
な
原
因
と
す
る

こ

と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
場
所
柄
は
江
戸
の
行
楽
地
と
し
て
は
第
一
等
の
地

で

あ
っ
た
。
ま
た
閉
帳
直
前
の
八
月
十
七
日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て
「
参
詣
群

衆
な
り
」
、
「
参
詣
殊
之
外
群
衆
」
と
、
多
く
の
人
々
が
参
拝
に
お
と
ず
れ
た
。

こ
の
動
き
や
善
光
寺
の
知
名
度
か
ら
み
て
、
開
帳
の
実
施
そ
の
も
の
は
江
戸
市

中
に
か
な
り
の
程
度
ま
で
知
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、

開
帳
場
が
面
白
く
な
い
と
い
う
評
判
の
も
と
に
、
開
帳
を
行
楽
と
す
る
層
の
参
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詣
者
が
少

な
く
、
阿
弥
陀
如
来
へ
の
信
心
の
人
々
も
ま
た
出
足
が
に
ぶ
く
、
結

果

と
し
て
善
光
寺
の
期
待
よ
り
も
「
参
詣
薄
く
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ

の

推
論
に
基
づ
け
ば
、
寛
政
三
年
の
御
改
政
に
よ
る
寺
社
奉
行
所
の
開
帳

に

た

い

す
る
方
針
が
、
江
戸
市
民
か
ら
反
発
を
う
け
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ

　15

）

　　　1413
）　　）

同
右
コ
早
和
江
戸
開
帳
用
記
L
四
。

前
掲
比
留
間
論
文
お
よ
び
拙
稿
。

『
今
井
家
文
書
』
「
享
和
江
戸
開
帳
用
記
」

四
。

（本
稿
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
科
学
研
究
費
奨
励
研
究
A

帳
実
施
過
程
の
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）

「
近
世
に
お
け
る
江
戸
出
開

（本
館
歴
史
研
究
部
）

う
。

江戸における開帳場の構成

注（
1
）
　
金
山
正
好
「
江
戸
の
開
帳
」
（
『
武
蔵
野
』
四
九
－
三
、
四
号
）
、
比
留
間
尚
「
江

　
　
戸
の
開
帳
」
（
『
江
戸
町
人
の
研
究
』
第
二
巻
）
、
『
江
戸
の
開
帳
』
（
吉
川
弘
文
館
）
、

　
　
拙
稿
「
江
戸
に
お
け
る
近
世
的
開
帳
の
展
開
」
（
『
史
観
』
九
九
）
。

（
2
）
　
鷹
司
誓
玉
「
善
光
寺
の
江
戸
開
帳
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
四

　
　
四
・
五
号
）
、
小
倉
博
「
近
世
成
田
不
動
の
開
帳
に
つ
い
て
」
（
成
田
山
教
育
・
文

　
　
化
福
祉
財
団
『
研
究
紀
要
』
二
）
、
小
林
計
一
郎
『
長
野
市
史
考
』
な
ど
。

（
3
）
　
本
稿
で
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い
場
合
、
長
野
県
立
長
野
図
書
館
蔵
『
今
井
家
文

　
　
書
』
の
う
ち
、
「
江
戸
開
帳
御
願
用
記
下
」
（
享
和
二
年
）
に
よ
る
。

（
4
）
　
『
今
井
家
文
書
』
所
収
。

（
5
）
　
『
御
触
書
天
保
集
成
』
四
二
三
〇
。

（
6
）
　
同
右
四
二
三
八
。

（
7
）
拙
稿
「
近
世
的
開
帳
の
成
立
と
幕
府
の
そ
の
政
策
意
図
に
つ
い
て
」
（
『
史
観
』

　
　
九
〇
）
。

（
8
）
　
『
旧
幕
引
継
書
』
「
開
帳
差
免
帳
」
享
和
三
年
。

（
9
）
　
『
今
井
家
文
書
』
所
収
。

（1
0
）
　
同
右
。

（
1
1
）
同
右
。

（
1
2
）
　
『
今
井
家
文
書
』
「
享
和
江
戸
開
帳
用
記
」
二
。
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